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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第１四半期
連結累計期間

第11期
第１四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

営業収益 （百万円） 115,855 119,062 481,727

経常利益 （百万円） 10,622 14,378 42,099

親会社株主に帰属する四半期（当期）純

利益
（百万円） 6,473 9,931 34,912

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 7,574 9,069 104,549

純資産額 （百万円） 271,433 375,183 367,437

総資産額 （百万円） 1,411,767 1,507,635 1,519,911

１株当たり四半期（当期）純利益金額 （円） 19.00 29.16 102.50

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － 29.15 102.50

自己資本比率 （％） 19.1 24.8 24.1

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第10期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

４　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内

容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　下記に記載の内容を除き、当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生及

び前事業年度の第10期有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」についての重要な変更はあ

りません。変更点は下線で示しております。また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年

度の有価証券報告書における「第一部　企業情報　第２　事業の状況　４　事業等のリスク」の項

目番号に対応したものであります。なお、下記事項には将来に関する事項が含まれておりますが、

当該事項は原則として当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

⑦ 重要な訴訟に関するリスク

　当社グループの西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、西武鉄道株式会社の元株主の

一部から、以下に述べる西武鉄道株式会社の株式（以下「西武鉄道株式」といいます。）に関する

有価証券報告書等の記載問題に関連して損害を被ったとして、５件の損害賠償請求訴訟（当方主張

の既払い金員に関し原告らに支払い済みであることが差戻審判決で認められた金員を除く、請求額

合計250億２百万円）の提起を受けておりました。このうち４件については、以下に述べる差戻審の

東京高等裁判所の判決が確定しており、平成27年７月31日現在、残る１件の損害賠償請求訴訟（当

方主張の既払い金員に関し原告らに支払い済みであることが差戻審判決で認められた金員を除く、

請求額合計20億32百万円）は、最高裁判所で訴訟中であり、確定には至っておりません。

　西武鉄道株式会社は、かつて東京証券取引所に上場しておりましたが、有価証券報告書等に、旧

株式会社コクド所有の西武鉄道株式数を過小に記載しておりました。なお、旧株式会社コクドは、

当社グループの再編に関連して平成18年２月に株式会社プリンスホテルに合併されるまで当社の前

身の一つであった非上場会社であります。平成16年10月にかかる記載問題の公表により、西武鉄道

株式会社の少数特定者持株数が上場株式数の80％を超えていることが判明し、東京証券取引所の定

める当時の上場廃止事由に該当する可能性が生じたことから、西武鉄道株式の株価は下落し、その

後、平成16年12月に西武鉄道株式は上場廃止に至りました。

　上記訴訟における原告らの多くは、平成16年10月の西武鉄道株式会社による記載問題の公表から

同年12月の西武鉄道株式上場廃止までの間に西武鉄道株式を売却した元株主であり、原告らが被っ

た損害の算定方法が主要な争点となりました。平成23年９月、最高裁判所より、上場廃止前に株式

を売却した原告らの損害については、株式の購入価格と売却価格との差から、株式購入時以降平成

16年10月の虚偽記載の公表までの間の虚偽記載とは無関係な要因による株価下落分を差し引いて算

出すべきであると判断され、事件は東京高等裁判所に差し戻されました。当社は、最高裁判所の上

記判示を考慮しつつ、西武鉄道株式購入時以降平成16年10月の虚偽記載の公表までの間の株価下落

（以下「公表前株価下落」といいます。）は100％上記虚偽記載以外の要因に基づくものであるとの

前提に基づき平成24年３月期の第２四半期末において181億91百万円を訴訟損失引当金として計上

し、その後、当該引当金の大部分は既に原告らに支払われております。

　その後、５件の損害賠償請求訴訟のそれぞれについて、差戻審の東京高等裁判所により、最高裁

判所が示した算定方法に基づいて、公表前株価下落のうち一定割合を上記虚偽記載に起因する損害

であると認定した判決が言い渡されました。これらの判決が順次言い渡される間、今後発生する可

能性のある損失を見積り、当社は、平成26年３月期において訴訟損失引当金として52億16百万円を

追加で計上しております。

　これに対して、一部の訴訟については、原告らの一部又は全部及び被告らが、またその他の訴訟

についても被告らが、それぞれ上告及び上告受理申立をしておりましたが、このうち４件について

は、平成27年７月22日の最高裁判所の決定により、いずれからの上告及び上告受理申立も棄却及び

不受理とされた結果、上記差戻審の判決が確定しております。なお、今般の最高裁判所の決定で確

定した４件の訴訟において認定された損害額は、平成27年６月30日時点において訴訟損失引当金に

計上済です。

　残る１件の訴訟については、平成26年６月、東京高等裁判所より判決が言い渡されており、原告

らが、公表前株価下落のうち、少なくとも32.9％が虚偽記載要因による株価下落分であると主張す
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るところ、その70％が原告らの損害であると判断されております。ただし、上記のとおり、当該判

決は、原告らの一部と被告らが上告及び上告受理申立をしており、確定には至っておりません。

　上記の残る1件の訴訟について、再上告審において被告らに不利な判決がなされること等により、

裁判所によって最終的に決定される原告らの損害額が引当金の額や既に原告らに支払われている額

を超える場合には、さらなる追加の引当金の計上を余儀なくされることや、当該損害額（支払い済

みである金額を除き、最大で20億32百万円）及び遅延損害金を支払うこととなる可能性がありま

す。

　以上のほか、当社グループは、通常の業務過程において、契約を巡る紛争、損害賠償、労働紛

争、環境汚染等に関連して第三者から訴訟その他の法的手段を提起されたり、政府から調査を受け

たりする可能性があります。法的手続対応の負担に加え、仮に当社グループに不利に判決、決定等

が下された場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断した

ものであります。

　なお、当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　

平成25年９月13日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」とし

ております。

 

(1) 経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が続いており、消費

マインドについても持ち直しの兆しがみられます。先行きについては、海外景気の下振れなどの

わが国の景気を下押しするリスクに留意する必要があるものの、さらなる訪日外国人旅行者の増

加や雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、原油価格下落などの影響もあり、緩やかに回復し

ていくことが期待できる状況であります。

　このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間においては、企業価値の極大化に向け、

「西武グループ中期事業計画（2015～2017年度）」に基づき、「新たな視点でスピード感を持っ

て、イノベーションに挑戦」と「さらなる成長へのシフトチェンジ」をキーワードに「長期的な

事業基盤の確立」と「既存事業の強化」に取り組んでまいりました。

　長期的な事業基盤の確立としては、訪日外国人の増加や人口構造の変化といったパラダイムシ

フトに対応し、「インバウンド（訪日外国人）」、「シニア」、「こども」といったマーケット

へターゲットを拡大することで、新たなビジネスモデルを育成し、さらなる収益機会を創出して

おります。「インバウンド（訪日外国人）」に対しては、“『観光大国ニッポン』の中心を担う

企業グループへ”をスローガンとして掲げ、グループの持つ魅力を最大限発揮し、海外から訪日

するより多くのお客さまにご利用いただくための取り組みを強化してまいりました。「シニア」

や「こども」に対しては、グループ横断的なプロジェクトを推進してまいりました。

　また、グループの一大プロジェクトである「東京ガーデンテラス（グランドプリンスホテル赤

坂跡地開発計画）」などを引き続き推進しております。

　当第１四半期連結累計期間における経営成績の概況は、営業収益は、1,190億62百万円と前年

同期に比べ32億７百万円の増加（前年同期比2.8％増）となり、営業利益は、162億32百万円と前

年同期に比べ36億69百万円の増加（同29.2％増）となり、償却前営業利益は、260億50百万円と

前年同期に比べ38億45百万円の増加（同17.3％増）となりました。経常利益は、143億78百万円

と前年同期に比べ37億56百万円の増加（同35.4％増）となりました。親会社株主に帰属する四半

期純利益は、99億31百万円と前年同期に比べ34億58百万円の増加（同53.4％増）となりました。

　各セグメントにおける業績は以下のとおりであります。
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（単位：百万円）

  営業収益   営業利益  償却前営業利益

セグメントの名称 当第１四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

当第１四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

当第１四半期

連結累計期間

前年同期比

増減

前年同期比

増減率 (%)

 都市交通・沿線事業 38,745 497 1.3 8,008 1,371 20.7 12,988 1,229 10.5

 ホテル・レジャー事業 42,643 1,704 4.2 2,479 1,540 164.0 5,252 1,613 44.3

 不動産事業 12,445 720 6.1 4,300 525 13.9 5,351 658 14.0

 建設事業 19,137 △4,212 △18.0 279 △350 △55.6 352 △341 △49.2

 ハワイ事業 4,660 1,001 27.4 25 107 ― 538 205 61.6

 その他 10,947 416 4.0 948 100 11.8 1,546 122 8.6

 合計 128,579 127 0.1 16,042 3,293 25.8 26,030 3,487 15.5

 調整額 △9,517 3,079 ― 189 375 ― 20 357 ―

 連結数値 119,062 3,207 2.8 16,232 3,669 29.2 26,050 3,845 17.3

（注）１　調整額については、主に連結会社間取引消去等であります。

２　償却前営業利益は、営業利益に減価償却費を加えて算定しております。

 

①都市交通・沿線事業

　都市交通・沿線事業の内訳は鉄道業、バス業、沿線レジャー業、その他であり、それぞれの営

業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 38,248 38,745 497

 　鉄道業 25,082 25,880 797

 　バス業 6,279 6,328 48

 　沿線レジャー業 5,216 5,289 73

 　その他 1,669 1,247 △422

 

　鉄道業で、雇用情勢の堅調な推移や消費税増税による駆け込み需要反動の解消に加え、沿線で

の積極的なイベント活動、沿線観光地のプロモーション強化などにより、旅客輸送人員は前年同

期比3.0％増（うち定期2.9％増、定期外3.1％増）、旅客運輸収入は前年同期比3.1％増（うち定

期3.1％増、定期外3.1％増）となりました。

　これらの結果、都市交通・沿線事業の営業収益は、387億45百万円と前年同期に比べ４億97百

万円の増加（同1.3％増）となりました。営業利益は、増収による増益に加え、コストの減少な

どもあり、80億８百万円と前年同期に比べ13億71百万円の増加（同20.7％増）となり、償却前営

業利益は、129億88百万円と前年同期に比べ12億29百万円の増加（同10.5％増）となりました。

　都市交通・沿線事業の主要な会社である西武鉄道株式会社の鉄道業の運輸成績は以下のとおり

であります。
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（西武鉄道株式会社の鉄道業の運輸成績）

種別 単位

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

　営業日数 日 91 91

　営業キロ キロ 179.8 179.8

　客車走行キロ 千キロ 43,162 43,171

　輸送人員

　定期 千人 100,922 103,822

　定期外 千人 59,014 60,864

計 千人 159,936 164,686

　旅客運輸収入

　定期 百万円 10,844 11,180

　定期外 百万円 13,018 13,415

計 百万円 23,862 24,595

　運輸雑収 百万円 1,007 1,018

　収入合計 百万円 24,869 25,614

　一日平均収入 百万円 262 270

　乗車効率 ％ 38.5 38.7

（注）１　乗車効率は　延人キロ／（客車走行キロ×平均定員）×100　により、算出しております。

２　千キロ未満、千人未満及び百万円未満を切り捨てて表示しております。

３　運輸雑収は鉄道業以外の収入を含んでおります。
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②ホテル・レジャー事業

　ホテル・レジャー事業の内訳はホテル業（シティ）、ホテル業（リゾート）、ゴルフ場業、そ

の他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 40,938 42,643 1,704

 　ホテル業（シティ） 25,120 26,256 1,135

 　ホテル業（リゾート） 6,810 7,500 690

 　ゴルフ場業 3,249 3,340 90

 　その他 5,757 5,545 △212

（注）１ ホテル業（シティ）には主に大都市圏の中心商業地域やターミナル及びその周辺地域に立地するホ

テルを含んでおります。ホテル業（リゾート）には主に観光地や避暑地に立地するホテルを含んで

おります。

　　 ２ 以降の項目において、ホテル業（シティ）に属するホテルを「シティ」、ホテル業（リゾート）に

属するホテルを「リゾート」と称する場合があります。

 

　ホテル業全体で、訪日外国人の増加などによる景況感の好転を踏まえ、レベニューマネジメン

ト（注１）を継続して実施したことや海外での営業拠点の拡大、プロモーションの強化、ホテル

のリニューアル工事などに取り組んでまいりました。

　ホテル業（シティ）では、訪日外国人需要がけん引する形で平均販売室料が前年同期比で上昇

し、稼働率の上昇と合わせＲｅｖＰＡＲ（注２）が上昇いたしました。また、ホテル業（リゾー

ト）においても、軽井沢エリアを中心として外国人宿泊客数が増加したことなどにより、客室稼

働率、平均販売室料ともに前年同期比で上回り、ＲｅｖＰＡＲが上昇いたしました。

　（注）１　レベニューマネジメントとは、需要予測に基づき、適切な時期に適切な価格にてお

客さまにサービスを提供し、利益を最大化する手法であります。

　　　　２　ＲｅｖＰＡＲとは、Revenue Per Available Roomの略であり、宿泊に係る収入を客

室総数で除したものであります。

 

　これらの結果、ホテル・レジャー事業の営業収益は、426億43百万円と前年同期に比べ17億４

百万円の増加（同4.2％増）となり、営業利益は、24億79百万円と前年同期に比べ15億40百万円

の増加（同164.0％増）となり、償却前営業利益は、52億52百万円と前年同期に比べ16億13百万

円の増加（同44.3％増）となりました。

　ホテル・レジャー事業の主要な会社である株式会社プリンスホテルのホテル業（シティ）及び

ホテル業（リゾート）の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（ホテル施設概要）

 
施設数

(か所)

客室数

(室)

宴会場数

(室)

宴会場面積

(㎡)

　シティ 13 10,302 173 50,262

　　高輪・品川エリア 4 5,207 70 20,360

　リゾート 28 6,890 80 22,888

　　軽井沢エリア 3 714 11 3,670

（注）１ 面積1,000㎡以上の宴会場は20室であります。

２ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。
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３　高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

４　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。

 

（客室稼働率）

 

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間(％)

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間(％)

　シティ 81.7 83.6

　　高輪・品川エリア 85.9 87.3

　リゾート 39.4 49.2

　　軽井沢エリア 44.4 56.5

宿泊部門全体 66.3 72.3

（注）１ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。

２ 高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

３　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。

 

（平均販売室料）

 

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間(円)

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間(円)

　シティ 11,977 13,435

　　高輪・品川エリア 11,966 13,668

　リゾート 11,701 12,730

　　軽井沢エリア 20,608 22,128

宿泊部門全体 11,918 13,276

（注）１ シティの代表例として高輪・品川エリア、リゾートの代表例として軽井沢エリアを記載しておりま

す。

２ 高輪・品川エリアに含まれるホテルはザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高

輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテルであります。

３　軽井沢エリアに含まれるホテルはザ・プリンス軽井沢、ザ・プリンス ヴィラ軽井沢、軽井沢プリン

スホテルであります。

 

（宿泊客の内訳）

（単位：名、％）

 

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

比率

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

比率

　宿泊客 1,083,921 100.0 1,137,037 100.0

　　　邦人客 869,495 80.2 830,438 73.0

　　　外国人客 214,426 19.8 306,599 27.0

 

 

③不動産事業
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　不動産事業の内訳は不動産賃貸業、その他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであり

ます。

（単位：百万円）

   

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 11,725 12,445 720

 　不動産賃貸業 7,050 7,844 794

 　その他 4,675 4,600 △74

 

　不動産賃貸業で、「西武グループ アセット戦略」に基づき、保有資産の有効活用を推進して

まいりました。平成27年４月に池袋線大泉学園駅において「グランエミオ大泉学園」をオープン

したほか、軽井沢・プリンスショッピングプラザでは、前連結会計年度において54店舗の増床を

おこない、国内外のお客さまの来場が増加いたしました。

　これらの結果、不動産事業の営業収益は、124億45百万円と前年同期に比べ７億20百万円の増

加（同6.1％増）となり、営業利益は、43億円と前年同期に比べ５億25百万円の増加（同13.9％

増）となり、償却前営業利益は、53億51百万円と前年同期に比べ６億58百万円の増加（同14.0％

増）となりました。

　不動産事業の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（建物賃貸物件の営業状況）

 期末貸付面積 (千㎡) 期末空室率 (％)

 
平成27年３月期

第１四半期

平成28年３月期

第１四半期

平成27年３月期

第１四半期

平成28年３月期

第１四半期

　商業施設 224 233 1.7 1.6

　オフィス・住宅 56 62 7.1 7.1

（注）土地の賃貸は含んでおりません。

 

④建設事業

　建設事業の内訳は建設業、その他であり、それぞれの営業収益は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

   

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

増減額

 営業収益 23,350 19,137 △4,212

 　建設業 17,723 13,500 △4,222

 　その他 5,626 5,636 10

（注）建設業には西武建設株式会社による兼業事業売上高が含まれております。西武建設株式会社は、保有不

　　　動産の一部を賃貸しており、当該売上高を建設業の営業収益に計上しております。
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　建設業で、鉄道工事や分譲住宅の建設、公共工事の施工、除染関連工事を進めたほか、利益率

を重視した厳正な受注管理や継続的な与信管理に加え、原価管理についても強化に努めてまいり

ました。

　しかしながら、建設事業の営業収益は、前年同期に大型のグループ内工事の竣工があったこと

などにより、191億37百万円と前年同期に比べ42億12百万円の減少（同18.0％減）となり、営業

利益は、２億79百万円と前年同期に比べ３億50百万円の減少（同55.6％減）となり、償却前営業

利益は、３億52百万円と前年同期に比べ３億41百万円の減少（同49.2％減）となりました。

　建設事業の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（建設業の受注高の状況）

（単位：百万円）

 

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

　期首繰越高 62,321 84,335

　期中受注高 32,741 13,339

　期末繰越高 77,380 84,215

 

⑤ハワイ事業

　ハワイ事業では、マウナケアビーチホテルがマリオット・インターナショナルの有するブラン

ドである「オートグラフ・コレクション」に加盟したほか、各ホテルがレベニューマネジメント

の強化に取り組んだことなどにより、ＲｅｖＰＡＲが前年同期比で上昇いたしました。

　これらの結果、ハワイ事業の営業収益は、46億60百万円と前年同期に比べ10億１百万円の増加

（同27.4％増）となり、営業利益は、増収による増益に加え、原油安の影響による光熱費の減少

などにより、25百万円と前年同期に比べ１億７百万円の改善（前年同期は、営業損失82百万円）

となり、償却前営業利益は、５億38百万円と前年同期に比べ２億５百万円の増加（同61.6％増）

となりました。

　ハワイ事業の定量的な指標は以下のとおりであります。

 

（ホテルの客室稼働率、平均販売室料）

 

平成27年３月期

第１四半期

連結累計期間

平成28年３月期

第１四半期

連結累計期間

　客室稼働率 (％) 76.9 75.9

　平均販売室料 (円) 24,815 30,905

　平均販売室料 (米ドル) 243.28 257.97

 

⑥その他

　前連結会計年度において、伊豆箱根事業ではショートステイ・デイサービス複合型施設の開

業、近江事業では近江八幡駅前テナントビルを開業するなど、それぞれの地域に根ざした事業を

展開してまいりました。西武ライオンズでは、西武プリンスドームの観客席の一部をグループ観

戦に適したスタイルへ改修したことなどにより、観客動員数が前年同期比で増加いたしました。

　これらの結果、営業収益は、109億47百万円と前年同期に比べ４億16百万円の増加（同4.0％

増）となり、営業利益は、９億48百万円と前年同期に比べ１億円の増加（同11.8％増）となり、

償却前営業利益は、15億46百万円と前年同期に比べ１億22百万円の増加（同8.6％増）となりま

した。

 

(2) 財政状態の分析

　①資産
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　流動資産は、920億85百万円と前連結会計年度末に比べ125億33百万円減少いたしました。その

主たる要因は、受取手形及び売掛金の減少（104億73百万円）であります。

　固定資産は、１兆4,155億50百万円と前連結会計年度末に比べ２億57百万円増加いたしまし

た。その主たる要因は、保有株式の時価上昇にともなう投資有価証券の増加（10億２百万円）で

あります。

　以上の結果、総資産は１兆5,076億35百万円と前連結会計年度末に比べ122億75百万円減少いた

しました。

 

②負債

　流動負債は、3,015億17百万円と前連結会計年度末に比べ218億17百万円減少いたしました。そ

の主たる要因は、短期借入金の減少（109億15百万円）及び西武鉄道株式会社等の工事未払金が

減少したことなどによる流動負債「その他」の減少（108億24百万円）であります。

　固定負債は、8,309億35百万円と前連結会計年度末に比べ17億95百万円増加いたしました。そ

の主たる要因は、長期借入金の増加（10億56百万円）であります。

　以上の結果、負債合計は１兆1,324億52百万円と前連結会計年度末に比べ200億22百万円減少い

たしました。

 

③純資産

　純資産は、3,751億83百万円と前連結会計年度末に比べ77億46百万円増加いたしました。その

主たる要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上（99億31百万円）であります。

　なお、負債の減少（200億22百万円）及び純資産の増加（77億46百万円）により、自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ0.7ポイント上昇し24.8％となっております。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,300,000,000

計 1,300,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成27年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 342,124,820 342,124,820
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 342,124,820 342,124,820 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成27年４月１日～

平成27年６月30日
― 342,124,820 ― 50,000 ― 228,604

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認

できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成27年３月31日）に基づ

く株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

平成27年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式)

普通株式     67,700
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 342,034,800 3,420,348 ―

単元未満株式 普通株式     22,320 ― ―

発行済株式総数 342,124,820 ― ―

総株主の議決権 ― 3,420,348 ―

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が72,600株（議決権726個）含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が51株、証券保管振替機構名義の株式が87株含まれておりま

す。

 

②【自己株式等】

平成27年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 　所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社西武ホール

ディングス

東京都豊島区南池袋

一丁目16番15号
67,700 ― 67,700 0.02

計 ― 67,700 ― 67,700 0.02

　（注）上記の所有株式数のほか、当社は51株を保有しておりますが、当該株式は上記①発行済株式の「単元未満株式」

に含めております。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年

４月１日から平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,586 19,092

受取手形及び売掛金 50,498 40,025

分譲土地建物 9,377 9,364

商品及び製品 1,338 1,338

未成工事支出金 3,300 3,837

原材料及び貯蔵品 2,413 2,611

繰延税金資産 4,230 4,510

その他 9,950 11,372

貸倒引当金 △78 △66

流動資産合計 104,618 92,085

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 402,022 397,328

機械装置及び運搬具（純額） 49,269 47,591

土地 749,594 749,688

リース資産（純額） 1,631 1,640

建設仮勘定 54,657 60,252

その他（純額） 11,174 11,128

有形固定資産合計 1,268,350 1,267,630

無形固定資産   

リース資産 51 15

その他 6,763 6,511

無形固定資産合計 6,815 6,526

投資その他の資産   

投資有価証券 72,962 73,964

長期貸付金 327 327

退職給付に係る資産 56,505 56,093

繰延税金資産 3,855 3,550

その他 7,525 8,505

貸倒引当金 △1,048 △1,049

投資その他の資産合計 140,127 141,392

固定資産合計 1,415,293 1,415,550

資産合計 1,519,911 1,507,635
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,188 19,830

短期借入金 ※４ 194,558 ※４ 183,642

リース債務 526 520

未払法人税等 8,981 4,293

前受金 23,658 29,776

賞与引当金 4,983 10,038

その他の引当金 2,735 2,536

資産除去債務 51 51

その他 61,650 50,826

流動負債合計 323,334 301,517

固定負債   

長期借入金 ※４ 599,922 ※４ 600,978

鉄道・運輸機構長期未払金 38,186 38,151

リース債務 1,223 1,240

繰延税金負債 120,743 120,692

再評価に係る繰延税金負債 13,080 13,071

役員退職慰労引当金 1,420 1,332

訴訟損失引当金 7,650 7,711

その他の引当金 398 401

退職給付に係る負債 20,140 20,629

資産除去債務 1,956 1,960

その他 24,418 24,765

固定負債合計 829,139 830,935

負債合計 1,152,474 1,132,452

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 129,172 129,172

利益剰余金 85,126 93,690

自己株式 △2,386 △2,338

株主資本合計 261,912 270,523

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,564 20,279

土地再評価差額金 18,304 18,312

為替換算調整勘定 10,478 10,298

退職給付に係る調整累計額 55,414 54,009

その他の包括利益累計額合計 103,761 102,899

新株予約権 75 75

非支配株主持分 1,686 1,683

純資産合計 367,437 375,183

負債純資産合計 1,519,911 1,507,635

 

EDINET提出書類

株式会社西武ホールディングス(E04154)

四半期報告書

16/27



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

営業収益 115,855 119,062

営業費   

運輸業等営業費及び売上原価 95,928 ※１ 95,419

販売費及び一般管理費 7,364 7,410

営業費合計 103,292 102,829

営業利益 12,562 16,232

営業外収益   

受取利息 4 2

受取配当金 289 329

バス路線運行維持費補助金 112 111

持分法による投資利益 6 19

その他 296 174

営業外収益合計 709 638

営業外費用   

支払利息 2,572 2,397

その他 77 94

営業外費用合計 2,650 2,492

経常利益 10,622 14,378

特別利益   

固定資産売却益 257 203

工事負担金等受入額 0 ※１ 25

補助金収入 50 97

特別利益合計 307 325

特別損失   

減損損失 － 41

固定資産売却損 1 4

固定資産除却損 206 135

工事負担金等圧縮額 0 25

固定資産圧縮損 40 80

投資有価証券評価損 － 0

再開発費用引当金繰入額 460 －

その他 100 135

特別損失合計 810 422

税金等調整前四半期純利益 10,120 14,281

法人税、住民税及び事業税 3,895 4,480

法人税等調整額 △269 △132

法人税等合計 3,626 4,347

四半期純利益 6,493 9,933

非支配株主に帰属する四半期純利益 20 2

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,473 9,931
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 6,493 9,933

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,129 714

土地再評価差額金 － 7

為替換算調整勘定 △1,197 △180

退職給付に係る調整額 148 △1,407

その他の包括利益合計 1,080 △864

四半期包括利益 7,574 9,069

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,533 9,069

非支配株主に係る四半期包括利益 40 △0
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会

計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月

13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準７

号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間

から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金

として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変

更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、

暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計

期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表

示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更をおこなっております。当該表示

の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連

結財務諸表及び連結財務諸表の組替えをおこなっております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第

44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従ってお

り、当第１四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
 

（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

当社は、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上にかかるインセンティブの付与を目

的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引をおこなっております。

（１）取引の概要

当社は、平成26年４月、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本制度」とい

う。）を導入いたしました。

本制度の実施にともない、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託

者」という。）を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下

かかる契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。）を締結いたしました。ま

た、受託者は、資産管理サービス信託銀行株式会社（以下「信託Ｅ口」という。）を再

信託受託者として当社株式などの本信託の信託財産を再信託する契約を締結しております。

信託Ｅ口は、信託設定後５年間にわたり「西武ホールディングス社員持株会」（以下「持

株会」という。）が取得する見込みの当社株式を取得し、定期的に持株会に対して売却

をおこなっております。信託終了時までに、信託Ｅ口による持株会への当社株式の売却を通

じて本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、それを残余財産として受

益者適格要件を充足する持株会加入者に分配いたします。また、当社は、信託Ｅ口が当社株

式を取得するために受託者がおこなう借入に対し保証をしているため、信託終了時におい

て、当社株式の株価の下落により株式売却損相当の借入残債がある場合には、保証契約に基

づき当該残債を弁済することとなります。

 

（２）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連

結会計年度2,318百万円、1,419千株、当第１四半期連結会計期間2,270百万円、1,390千株で

あります。

 

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度2,249百万円、当第１四半期連結会計期間2,156百万円
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　下記の借入金等に対して次のとおり保証をおこなっております。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

住宅ローン保証 35百万円 31百万円

提携ローン保証 73百万円 72百万円

合計 108百万円 103百万円

 

２ 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 61百万円 84百万円

 

３　貸出コミットメント契約

　当社は、運転資金の効率的な調達をおこなうため銀行８行と貸出コミットメント契約を締

結しております。

　なお、借入未実行残高等は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

貸出コミットメントの総額 70,000百万円 70,000百万円

借入実行残高 32,400百万円 18,300百万円

差引額 37,600百万円 51,700百万円

 

※４　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

(1)　当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、確約内容に反

した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

短期借入金 12,320百万円 12,320百万円

長期借入金 460百万円 460百万円

合計 12,780百万円 12,780百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,430億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(2)　上記のほか、当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

短期借入金 26,000百万円 26,000百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,547億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。
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(3)　上記のほか、当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

短期借入金 236百万円 236百万円

長期借入金 37,646百万円 37,646百万円

合計 37,882百万円 37,882百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,613億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(4)　上記のほか、当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。また、

確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金）

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

短期借入金 59百万円 59百万円

長期借入金 44,941百万円 44,941百万円

合計 45,000百万円 45,000百万円

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ1,815億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

(5)　上記のほか、当社における下記の借入金等に関して、次のとおり確約しております。ま

た、確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
（借入金等）

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

長期借入金 14,000百万円 14,000百万円

 　 その他、上記「３」に記載する貸出コミットメントの総額についても対象となっております。

（確約内容）

・各年度の決算期末及び第２四半期末における連結貸借対照表において、純資産の部の合計を直前の決算期

（含む第２四半期）比75％以上かつ2,008億円以上に維持すること。

・各年度の決算期末の連結損益計算書において、営業損益が２期連続して損失とならないようにすること。

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　工事負担金等受入額

　工事負担金等により取得した資産に付随し発生する運輸業等営業費及び売上原価から直

接控除した工事負担金等受入額は次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

 ―百万円 4百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）

は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

減価償却費 9,641百万円 9,817百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 1,026百万円 ３円00銭 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金
の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月23日

定時株主総会
普通株式 1,368百万円 ４円00銭 平成27年３月31日 平成27年６月24日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 
都市交通

・沿線事業

ホテル・

レジャー

事業

不動産事業 建設事業 ハワイ事業
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

営業収益 38,248 40,938 11,725 23,350 3,659 10,530 128,452 △12,597 115,855

セグメント利益

又は損失（△）
6,636 939 3,775 630 △82 848 12,748 △185 12,562

　（注）１　「その他」の区分には、伊豆箱根事業、近江事業及び西武ライオンズを含んでおります。

２　セグメント利益又は損失（△）の調整額△185百万円については、主に連結会社間取引消去等で

あります。

３　セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっておりま

す。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

        （単位：百万円）

 
都市交通

・沿線事業

ホテル・

レジャー

事業

不動産事業 建設事業 ハワイ事業
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

営業収益 38,745 42,643 12,445 19,137 4,660 10,947 128,579 △9,517 119,062

セグメント利益 8,008 2,479 4,300 279 25 948 16,042 189 16,232

　（注）１　「その他」の区分には、伊豆箱根事業、近江事業及び西武ライオンズを含んでおります。

２　セグメント利益の調整額189百万円については、主に連結会社間取引消去等であります。

３　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。

 

EDINET提出書類

株式会社西武ホールディングス(E04154)

四半期報告書

23/27



（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎ならびに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 19円00銭 29円16銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
（百万円）

6,473 9,931

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純
利益金額（百万円）

6,473 9,931

普通株式の期中平均株式数（株） 340,709,552 340,648,662

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 29円15銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額
（百万円）

― ―

普通株式増加数（株） ― 38,488

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―

　（注）１　前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２　株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益

金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第１四半期連結累計

期間1,347,651株、当第１四半期連結累計期間1,408,366株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

（係争事件について）

　当社グループの西武鉄道株式会社及び株式会社プリンスホテルは、西武鉄道株式会社の元株主の

一部から、西武鉄道株式会社の株式に関する有価証券報告書等の記載問題に関連して損害を被った

として、５件の損害賠償請求訴訟（当方主張の既払い金員に関し原告らに支払い済みであることが

差戻審判決で認められた金員を除く、請求額合計250億２百万円）の提起を受けておりました。

　このうち４件については、平成27年７月22日の最高裁判所の決定により、いずれからの上告及び

上告受理申立も棄却及び不受理とされた結果、差戻審の判決が確定しております。なお、今般の最

高裁判所の決定で確定した４件の訴訟において認定された損害額は、平成27年６月30日時点におい

て訴訟損失引当金に計上済です。

　平成27年７月31日現在、残る１件の損害賠償請求訴訟（当方主張の既払い金員に関し原告らに支

払い済みであることが差戻審判決で認められた金員を除く、請求額合計20億32百万円）は、最高裁

判所で訴訟中であり、確定には至っておりません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成27年８月７日

株式会社西武ホールディングス

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 荒 尾　　泰 則 　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川 井　　克 之 　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　村 　 　基 　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社西武

ホールディングスの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年４

月１日から平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社西武ホールディングス及び連結子会社の平成27年６月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

２　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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